
別添 

京都市広報板掲示ポスター仕様（企画提案募集用） 

 

1. 掲載内容 

ポスターは、以下のレイアウトで全体を構成してください。 

（１） KYOTO WOOD EXHIBITION 2026：木材利用促進月間のイベント周知のため、別途作成依頼して

いるポスター及びチラシと同様のデザインで作成してください。 

（２） 他所属で作成されるデザインが入ります。（委託業務外） 

（３） ロゴマーク等：（１）（２）のデザインの上に（デザインが透けるように）情報を乗せる、もし

くは無地枠を設けデザインする。 

※ KYOTO WOOD EXHIBITION 2026と他所属の紙面割合は 1：1になるようにしてください。 

※ 左右どちらの配置になってもかまいません。 

※（１）及び（２）のデータ統合を委託する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、上記（１）～（３）の詳細です。 

 

（１）KYOTO WOOD EXHIBITION 2026 

・仕様書の「業務目的及び概要」に記載の木材利用意義やイベントの内容が伝わるようなデザイ

ンにしてください。 

・画像、イラストを使用し、集客につながるようなデザインにしてください。 

 ※AIで生成した画像、イラストの使用は認めません。 

・木材利用促進月間の説明を記載してください。 

（２）他所属 

・他所属で作成予定 

（３）ロゴマーク等 

  以下の情報を紙面の下部もしくは左右どちらかの紙端にレイアウトしてください（必須事項）。 

■ロゴマーク 

・地域コミュニティ活性化ロゴマーク 

【データ： https://chiiki-npo.city.kyoto.lg.jp/cooperation/608.php 】 

・京都市紋章と「京都市」ロゴタイプ ※別途提供 

・「未来につなぐ京の木府民会議」のロゴマーク ※別途提供 

                      

(1)KYOTO WOOD 

EXHIBITION 2026 

(3)ロゴマーク等 

           

(1)KYOTO 

WOOD 

EXHIBITION 

2026 

 

(3
)

ロ
ゴ
マ
ー
ク
等 

(2)他所属 (2)他所属 

https://chiiki-npo.city.kyoto.lg.jp/cooperation/608.php


■二次元コード KYOTO WOOD EXHIBITION 2026の WEBページを想定 ※別途提供 

■広報板への掲示期間 「令和 8年 9月 1日～9月 15日」と記載 

■発行所属 他所属名及び産業観光局農林振興室を記載 

■京都市印刷物番号（６桁） ※別途提供 

■広報板掲示用であることを表す「○広」マークをポスター右下に記載 

※（体裁：ゴシック体（太字）、３２ポイント） 

 

2. 印刷について 

サイズ：Ｂ３判 

用紙の種類：マットコート紙 110ｋｇ 

カラー等：片面フルカラー印刷 

 

3. 納品について 

下記、２箇所に分納のこと。納期の目安：8月 9日～15日頃 17時までに必着。 

※納品期日は目安のため前後することがあります。 

■ 市民しんぶん配送委託業者契約区域内の京都市広報板への掲示分   

納品する際は、必ず、必ず３００部ごとに部数が分かるようにし、十字状に帯掛けした状態で

包み紙で梱包して納品してください。また、必ず１００部ごとに合紙（Ｂ３）を挟むようにし

てください（仕分け作業の都合上、重ねたポスターの側面が凹凸のない平滑な状態になるよう

に揃えた状態で納品してください）。 

 

納品先（市民しんぶん配送委託業者） 納品部数１０，７１０部 

株式会社デリバリーサービス（担当：左） 

〒613-0033京都府久世郡久御山町林鍬ノ本 2－28 

TEL 0774-41-2340   FAX 0774-45-4555  

■ 市民しんぶん配送委託業者契約区域外の京都市広報板及び区役所、支所等庁舎への掲示分  

納品先（発注元） 納品部数 １９０部（変動する可能性あり） 

京都市産業観光局農林振興室 

〒604-8571 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 

TEL 075-222-3346  FAX 075-221-1253 

     ※他所属へ納品となる可能性あり。 

 

4. 費用について 

印刷費及び配送費（：市民しんぶん配送委託業者による同時配送費として一部当たり 5.5円～6.6円

（税込））については、合作する他所属と折半するため、それぞれの経費の半分を見込んでください。 

 

5．注意事項 



本仕様書で定める京都市広報板掲示ポスターは他所属との合作となるため、作成から納品に至る業

務も分担することとなる。他所属との協議等により上記業務や仕様が変更となる可能性があるが、都度

本市と協議のうえ、実施することとする。 

 


